
 

 

 

 

 
１７日（土）の参観日に、南海トラフ大地震が発生したという想定で、児童生

徒の安全を守るために引渡し訓練を行いました。 

本校では、初めての引渡し訓練でしたが約７０名の保護者の方々に参加してい

ただき、スムーズに行うことができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

【引き渡しの手順】※本校の危機管理マニュアル抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭数 Ｎ０．１１ 平成３０年１１月２６日 

『引き渡し』とは・・・ 
登校後、緊急事態が発生し児童生徒を帰宅させる必要が生じた場合に、保護者に連絡を取り引き取

りに来てもらいます。 
その時、より安全、より確実、より迅速に引き渡しが行うことができるように「緊急時引き渡しカ

ード」を使用します。 

引き渡しカードを忘れた場合

は、学校保管用カードで来校

者を確認し、引き渡します。 

～お知らせ～ 

引き渡しカードを紛失され

たご家庭は、学級担任に申し

出てください。新しいカード

をお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き渡し方法 

（１）児童生徒は駐車場または体育館に地区毎に集合する。保護者は指定の場所で待機す

る。 

（２）ハンドマイク等の指示で引き渡し開始 

   ①地区担当教員に名前を告げて引き渡しカード、引き渡し確認表で確認を受ける。 

   ②引き取り者には自筆のサインをもらい、地区担当教員は名前を書く。 

（３）残った児童生徒の確認 

○施設の被害状況調査 

○安全確認、危険個所の立入禁止措置 

○通学路とその周辺の被害状況把握 

○校区内の家屋の損壊、交通機関等の状況把握 

引き渡しのルール（学校を含む地域の震度） 

【震度５弱以上】 

保護者が引き取りに来るまで学校に待機さ

せる。この場合、時間がかかっても保護者が

引き取りに来るまでは、児童生徒は学校で保

護しておく。 

【震度４以下】 

原則として下校させる。交通機関に混乱が

生じて、保護者が帰宅困難になることが予想

される場合、事前に保護者からの届がある児

童生徒については学校で待機させ、保護者の

引き取りを待つ。 

保護者へ引き渡す判断基準 

土佐町災害対策本部に児童生徒宅周辺及び自宅から学校までの

道路状況等を確認し、安全が確認できた地域は保護者へ引き渡

す。 

（安全が確認できない地域の児童生徒は、保護者に連絡または告

知し学校で待機させる。） 

①被害状況の把握 

校内・校区の状況把握 

②下校等の判断 

○帰宅か保護か 

○集団下校か引き渡しか 

○電話で連絡し、電話での連絡が困難な場合は町内の

告知放送で時間、場所を知らせる。 

○保護者不在の児童生徒は、保護者と連絡を取って引

き渡しの確認ができるまで学校で待機させる。 

※地域ごとに引き渡す時間に差をつけて連絡する。 

○保護者持参の引き渡しカードにより確認し、引き渡す。 

③保護者への連絡 

④引き渡しの実施 

地区別に集合 

引き渡しカードで確認 



 


